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女性デジタル人材育成及び就労支援業務委託に係る企画提案競技実施要領 

 

１ 目的 

本要領は「女性デジタル人材育成及び就労支援業務委託」を受託する事業者を選定するために、

提案の応募等について必要な事項を定める。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）事業名称 女性デジタル人材育成及び就労支援業務委託 

（２）業務内容 別紙「女性デジタル人材育成及び就労支援業務委託 仕様書」のとおり 

（３）委託期間 契約締結の日から令和８年３月３１日（火）まで 

（４）提案上限金額 ３，３５０，０００円（消費税込み）※税率１０％ 

 

３ 委託者選定方法 

企画提案書等の公募によるプロポーザル方式 

 

４ 参加資格 

（１）九州内に本社、支社又は営業所等を有するコンサルタント等で、人材育成を業として行う

事業者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項各号の規定に該当しない

こと。 

（３）八代市暴力団排除条例（平成 23 年八代市条例第 32 号）第 2 条に規定する暴力団又 は

暴力団員等でないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続き開始の申立て、民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続き開始の申立て、又 は破産

法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

（５）国税及び地方税の滞納がないこと。 

（６）過去に同種業務に関する実績を有すること。 

 

５ 選定スケジュール  ※ 日程は全て予定。 

（１）公募開始（市ホームページ掲載）    令和７年４月２１日（月） 

（２）質問の受付締切り           令和７年４月２８日（月） 

（３）質問への回答             令和７年５月 ２日（金） 

（４）企画提案書等の提出締切り       令和７年５月１２日（月） 

（５）第１次審査及び結果通知        令和７年５月１５日（木） 

（６）第２次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・質疑応答） 令和７年５月２１日（水） 

（７）第２次審査結果通知          令和７年５月２８日（水） 

（８）契約締結               令和７年６月 ２日（月） 

 

６ 仕様書等の配布 

公募に関する資料、様式等は八代市ホームページからダウンロードすること。 

■ 八代市ホームページ 

https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00323989/index.html 

【トップページの『お知らせ・募集』に掲載。】  
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７ 質問の受付及び回答 

実施要領等について質問がある場合は、電子メールで次のとおり受け付ける。 

（１）質問の受付 

①提出書類 質問書（様式１） 

②提出期限 令和７年４月２８日（月） １７時まで 

③提出方法 電子メール（口頭による質問は受け付けない。） 

④提出場所 末尾記載の問い合わせ先と同じ。 

 

（２）質問に対する回答 

提出された質問に対する個別回答は行わず、八代市のホームページ（仕様書等の配布先と同

ページ）において、質問者を特定できなくした上で、質問及び回答を令和７年５月２日（金）

までに、随時公開する。 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類は次に掲げる書式により提案すること。 

提出書類 内容、留意事項等 様式 

ア 提案書提出届 様式に基づき記載する。 様式２ 

イ 見積書 業務内容ごとに積算の基礎（内訳）を記載するこ

と。 

任意 

ウ 誓約書 様式に基づき記載する。 様式３ 

エ 企画提案書 別紙「女性デジタル人材育成及び就労支援業務委託

仕様書」に記載する業務内容に合わせて提案内容を

作成する。 

※会社名が分からないようにすること 

任意 

オ 提案者の概要 名称、代表者名、設立年月日、本店支店の所在地、

資本金、従業員、業務内容等 

任意 

カ 業務工程表 履行期間中の業務スケジュール 

※会社名が分からないようにすること 

任意 

キ 業務実施体制調書 受託業務の実施体制、配置予定者（業務実績、担当

する業務）について記載する。 

様式４ 

ク 受託業務実績 同種業務の受託実績について記載する。 様式５ 

 

（２）作成要領 企画提案書は、Ａ４判（縦横問わず）で統一して作成すること。ただし、Ａ３

判を折りたたみ、Ａ４判のサイズにして提出書類に盛り込むことは可能とする。 

提案内容本文の文字サイズは、１１ポイント以上とすること。（作成済みのパン

フレット等を除く。） 

（３）提出部数 １０部（正本１部(ア～ク)、副本９部（エ及びカ）※複写可） 

（４）提出期限 令和７年５月１２日（月） １７時必着 

（５）提出方法 持参・郵送等問わないが、期限内に確実に届く手段をもって提出すること。 

（６）提出場所 末尾記載の問い合わせ先と同じ。 

 

９ 審査基準及び審査方法 

（１）審査基準 

別紙「審査基準」のとおり 
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（２）審査体制及び審査方法 

企画提案の審査は、市職員で構成された審査委員会を設置し、「審査基準」に基づき形式審

査・第１次審査（書類審査）及び第２次審査（プレゼンテーション、質疑応答）を行い、受託

する事業者を選定する。 

ただし、見積書の額が提案上限金額を超えている場合は、その企画提案書は審査から除外す

る。 

 

１０ 形式審査・第１次審査（書類審査） 

（１）審査内容 

審査委員が「審査基準」に基づき、企画提案書等を審査し、形式審査と一次審査の合計点に

基づき上位３者程度を２次審査参加事業者に選定するものとする。得点が同点の者が複数あ

る場合は、見積額が低いものを上位として取り扱い、得点が同点かつ見積金額が同額の場合は、

プロポーザル執行業務に関係のない職員にくじを引かせ、上位者を決定する。 

なお、参加事業者が３者に満たない場合であっても、１次審査を行い、全ての参加事業者を

２次審査参加事業者とする。 

（２）審査結果 

審査結果は、令和７年５月１５日（木）までに提案書提出届に記載された電子メールアドレ

ス宛に通知する。 

 

１１ 第２次審査（プレゼンテーション、質疑応答） 

（１）実施日 

令和７年５月２１日（水） 

※ 開始時間、会場等の詳細は第１次審査の結果通知と併せて通知する。 

（２）出席者 

本業務に携わる管理責任者を含め３名以内とする。 

（３）審査内容 

参加事業者からのプレゼンテーション（２０分以内）及び企画提案書等に関する質疑応答

（１５分以内）を実施し、「審査基準」に基づき提案内容の審査を行うものとする。形式審査

と１次審査、及び２次審査の合計得点が最も高いものを受託候補者として選定することとし、

評価の最高得点者（最優秀提案者）が複数あるときは、２次審査の得点が高いものを受託候補

者として選定する。ただし、合計得点の６割を最低基準点とし、最低基準点に満たない者は選

定の対象としない。 

（４）審査結果 

審査結果は、令和７年５月２８日（水）までに第２次審査参加事業者に対し、提案書提出届

に記載された電子メールアドレス宛に通知するとともに、市のホームページで公表を行う予

定。 

（５）その他 

・スクリーン及びプロジェクターは、第２次審査の会場に用意する。その他の必要な機材（パ 

ソコン等）については各自で持参すること。 

・公平性確保のため、参加事業者は他者のプレゼンテーション等を傍聴できないものとする。 

・プレゼンテーション及び質疑応答は参加者名を伏せて行うので、自己紹介は行わないこと。

また、モニターに参加者の名称及びそれを推測できるものが映らないようにすること。 

・投影資料は企画提案書及び業務工程表（抜粋可）とし、動画やパネル等の使用は不可とする。

また、やむを得ず企画提案書及び業務工程表以外の資料を使用する場合は、事前に担当者へ

提出し内容の確認を受けること。 
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１２ 企画提案書等の取扱い 

（１）提出された企画提案書等は、返却しない。 

（２）提出された企画提案書等は、本業務委託審査を行う作業に必要な範囲において複製するこ

とがある。 

（３）提出された企画提案書等は、本業務委託審査目的以外に提出者に無断で使用しない。 

 

１３ その他留意事項 

（１）当該プロポーザルに係る費用は、全て参加事業者の負担とする。 

（２）企画提案書等に虚偽の内容が記載されている場合は失格とする。 

（３）審査の公平性を害する行為を行った者は失格とする。 

（４）審査結果に関する質問・異議申し立ては受け付けない。 

（５）提出期限以降の企画提案書等の差替え及び再提出は認めない。 

（６）企画提案書等の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式６）を提出すること。 

 

１４ 問い合わせ先 

所在地    〒８６６－８６０１ 熊本県八代市松江城町１−２５ 

担当部署  八代市 経済文化交流部 商工政策課 雇用創生係 

担当者  西田・鶴山 

電話番号  ０９６５－３３－８５１３（直通） ＦＡＸ   ０９６５－３３－４５１６ 

電子メール yuu-nly@city.yatsushiro.lg.jp  
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別 紙 

審査基準 

 

形式審査・第１次審査（書類審査）、第２次審査（プレゼンテーション、質疑応答） 

区分 評価項目 評価基準 審査主体 配点 

形式

審査 

業務実施体制 

（様式 4） 

・業務を円滑に実施するために必要な知

識・経験等を有する人員の配置体制が整っ

ているか。 

担当部署 

５ 

業務実績 

（様式 5） 

・本業務と同種又は類似業務の実績はどの

程度あるか。 
５ 

金額の妥当性 

（見積書） 

見積価格は企画提案内容を勘案して妥当で

あるか。 
１０ 

１次

審査 

業務計画の妥当性 

・期間内に確実に業務を完了できるスケジ

ュールとなっているか。 

・業務の工程が工夫され、実行性の高い計

画となっているか。 審査 

委員会 

１５ 

業務の将来性 
・将来の展望（独自の事業化など）につい

て提案があるか。 
５ 

２次

審査 

業務内容、実施手法

及び有効性 

・本市の現状及び業務の趣旨を理解し、適

切な提案が示されているか。 

・業務内容、実施手法に具体性があるか。 

・業務の目標値及び評価指標が設定されて

おり、事業の効果を測定できるか。 

・提案の内容に裏付けがあるか。 

・独自の有効的な提案がされているか。 

審査 

委員会 

４５ 

事業者の意欲、熱意 
・業務に対する取組意欲が高く、熱意が感

じられるか。 
１５ 

 


